


Ⅲ　働いているときに（働くときのルール）
６　社会保険　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【問合せ：相談窓口　P５6・57】
労働者・事業主・国が保険料を負担し、病気、ケガ、失業、老後等に備え、助け合う制度です。
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険（労働者災害補償保険）をまとめた総称を「社会保険」と言います。

令和６年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されています

１.　現行の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用
特定適用事業所※１で働くパート・アルバイト等の短時間労働者は、一定の要件※２を満たすことで、健康保険厚生年金保険の被保険者となります。
また、特定適用事業所でなくても労使合意を得ることで、任意特定適用事業所※３になるための申請ができます。
※１　特定適用事業所とは
　　　　事業主が同一である一または二以上の適用事業所で、被保険者（短時間労働者を除く）の総数が50人を超える事業所
※２　短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは
　　　・週の所定労働時間が20時間以上であること
　　　・雇用期間が2カ月を超えて見込まれることこと
　　　・賃金の月額が88,000円以上であること
　　　・学生でないこと
※３　任意特定適用事業所とは
　　　　国または地方公共団体に属する事業所および特定適用事業所以外の適用事業所で、労使合
意に基づき、短時間労働者を健康保険・厚生年金保険の適用対象とする申出をした適用事業所です。任意特定適用事業所についての詳細は「任意特定適用事業所申し出・取消申し出の手続き」をご確認ください。

 (1) 健康保険・厚生年金保険                      　【問合せ：相談窓口　P56】
	
	健康保険
	厚生年金保険

	内　容
	労働者やその家族が、仕事以外で病気、ケガ、出産、死亡した場合に、治療代等が給付される。
	労働者が老齢、障害等で働けなくなった場合、死亡した場合に、年金や一時金が本人やその家族に給付される。

	適　用
事業所
	1人でも常時雇用している法人事業所、5人以上を常時雇用している個人事業所(一部の業種を除く)は加入しなければならない。また、これ以外の事業所でも、従業員の1/2以上の同意があれば、事業主が厚生労働大臣の認可を受けて加入することができる。

	被　保
険　者
	上記の事業所に雇用されている労働者（日々雇用されている労働者等の一部を除く）は自動的に被保険者になる。

	保険料
	労働者と事業主が半額ずつ負担。ただし、加入対象者は満75歳未満。
	労働者と事業主が半額ずつ負担。ただし、加入対象者は満70歳未満。

	給　付
	・病気、ケガの治療にかかる療養費
・傷病手当金
・出産育児一時金
・埋葬料
・出産手当金
・高額療養費等
	・老齢年金
被保険者期間を有する者が65歳に達したときに支給される。ただし、60歳から支給される場合もある。
・障害年金
被保険者の労働が著しく制限される等、一定の障害状態になった場合に支給される。
・遺族年金
被保険者または被保険者であった者が死亡したときに、残された配偶者等に対して支給される。

	その他
	退職後は、市町村役場で国民健康保険に加入することが必要。
（被保険者期間2か月以上かつ退職日の翌日から20日以内に申請の場合、健康保険の任意継続も可能）
	年金を受取るには、一定期間保険料を払っていることが条件で、年金額はこの期間と働いていたときの賃金額（報酬）に応じて決まる。


【健康保険・厚生年金保険の適用に関する問合先】
・甲府年金事務所　　　甲府市塩部1-3-12　　℡055-252-1431　音声案内「３」
【年金給付に関する問合先】
・甲府年金事務所　　　甲府市塩部1-3-12　　℡055-252-1431　音声案内「１」
【健康保険の給付に関する問合先】
・ご加入の保険の保険者（全国健康保険協会・各健康保険組合等）

[image: ]問合せ　適用拡大の内容は、日本年金機構ホームページをご覧いただくか、最寄りの年金事務所にお尋ねください。
【日本年金機構ホームページ】　https://www.nenkin.go.jp

「ねんきんネット」で２４時間いつでもどこでもパソコンやスマートフォンからご自身の年金記録を確認することができます。
[image: ]
【ねんきんネット】https://www.nenkin.go.jp/n_net/


マイナンバーカードをお持ちの方は
マイナポータルの「年金記録・見込額を見る（ねんきんネット）」からも簡単に
「ねんきんネット」が始められます。


マイナポータル　　　　 「年金記録・見込額を見る」　　　　　　　「ねんきんネット」　　　
にログイン　　　　　　 （ねんきんネット）から連携　　　　　　　そのまま利用開始


 (2) 雇用保険                                               　【問合せ：相談窓口P57】

	内　容
	労働者が退職または解雇等で失業した場合の給付や、育児・介護休業給付、助成金等が受けられる。
※｢失業｣とは、｢就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある｣ことをいう。

	適　用
事業所
	労働者を1人でも雇用している事業所（一部を除く）は加入する必要がある。

	被　保
険　者
	上記の事業所に雇用されている労働者は被保険者となる。
短時間就労者等については、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上継続して雇用されることが見込まれる人は雇用保険の被保険者となる。

	保険料
	労働者負担（６／1,000～７／1,000）
事業主負担（９.５／1,000～１１.５／1,000）　（令和６年１０月現在）

	給　付
	・失業給付（求職者給付）
離職前6か月間に支払われた賃金総額を180で割った額のおよそ４５～80%に相当する額（60歳以上65歳未満はおよそ５０～80%に相当する額）が、基本手当として支給される。
基本手当を受けることのできる日数は、雇用されていた期間、年齢及び離職の理由に応じて個々に決定される。
・高年齢雇用継続給付
60歳以上65歳未満の場合で、賃金が60歳時点に比べて相当程度（75%未満）低下した状態で働いている場合に、その差額の一部が支給される。
・育児休業給付
育児休業を取得し1歳未満（一定の場合は1歳6か月または2歳）の子どもを養育する場合に、基本給付金（休業前賃金月額の６７%、ただし、育児休業の開始から6か月経過後は50％）が支給される。なお、支給単位期間中に賃金支払日がある場合で、支払われた賃金（育児休業期間のみを対象とした賃金）の額が、休業開始時賃金日額×支給日数の30%を超えるときは支給額が減額され、80%以上のとき、給付金は支給されない。
・一般教育訓練の教育訓練給付金
指定の教育訓練を受講し修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%に相当する額（上限10万円）が支給される。
・特定一般教育訓練の教育訓練給付金
　　指定の特定一般教育訓練を受講し、修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40％に相当する額（上限20万円）が支給される。（※令和6年9月30日までに受講開始された訓練）なお、令和6年10月1日以降に受講開始された訓練であって、受講後に要件を満たした場合は、更に10％（上限5万円）の上乗せ支給対象。
・専門実践教育訓練の教育訓練給付金
　　指定の専門実践教育訓練を受講し修了した場合に、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額（受講中は50%（上限年間４０万円）、受講後に要件を満たした場合は、更に最大で20～30％の上乗せ支給対象）が支給される。
・専門実践教育訓練の教育訓練支援給付金
　　専門実践教育訓練を受講される方のうち、一定の条件を満たした方が失業状態にある場合に、雇用保険の日額に相当する額が支給される。

	その他
	・退職・解雇の際、事業主がハローワークに提出する離職証明書は、離職者に対する給付の受給資格、給付金額、給付日数の決定の基礎となるため、記載されている賃金、離職理由を確認して署名することが必要。
・給付を受けるためには、ハローワークへ行き、求職の申込・事業主から交付された離職票の提出による受給資格の決定等の手続を行うことが必要。


※給付を受けるに際しては、一定の要件等を満たす必要がありますのでご留意ください。
【雇用保険に関する問合先】
・ハローワーク甲府（甲府公共職業安定所）　℡055-232-6060　 雇用保険適用課　21♯
・ハローワーク甲府（甲府公共職業安定所）　℡055-232-6060　 雇用保険給付課　11♯

(3) 労災保険（労働者災害補償保険）　　　　　　　　　　　【問合せ：相談窓口　P５7】
	内　容
	業務上の事由または通勤による負傷や疾病等により治療を受けた場合や障害が残った　　場合、または死亡した場合に、労働者やその遺族のために必要な給付が受けられる。

	適用事業場
	原則として、労働者を１人以上雇用している全ての事業主が加入する義務がある。

	給付対象者
	被災労働者またはその遺族

	保 険 料
	事業主が全額負担

	給　付
	・療養（補償）給付
病気やケガが治る（症状固定）まで、労災保険指定医療機関等で治療を受けたときの診療、薬剤等を現物給付される。また、指定医療機関以外等で治療を受けたときは、その治療に要した費用が支給される。
・休業（補償）給付
療養（治療）のため労働することができず、賃金を受けられない場合の第４日目から支給される。（業務災害の場合、最初の3日分は事業主が補償する）
・障害（補償）給付
病気やケガが治っても、身体に一定の障害が残った場合、その障害の程度に応じて年金または一時金が支給される。
・遺族（補償）給付
労働者が死亡した場合、その労働者と死亡当時生計維持関係にあった配偶者、子、　　父母等年金の受給資格をもつ遺族に対しては年金が支給される。なお、年金受給資格者がいない場合等は、一時金が支給される。
・葬祭料（葬祭給付）
死亡した労働者の葬儀を行った人（遺族等）に対して支給される。
・傷病（補償）年金
療養（治療）を始めてから1年6か月を過ぎても治らず、障害の程度が労災保険法施行規則別表第2の傷病等級表に該当するとき、傷病の程度に応じた年金が支給される。
・介護（補償）給付
障害または傷病等級第1級の場合、第2級の脊髄損傷等で常時介護を要する場合　または随時介護を要する場合に支給される。
・二次健康診断等給付
職場の定期健康診断等の結果、肥満、血圧、血糖、血中脂質の4項目全てに異常の　　　所見が認められた場合は、二次健康診断と特定保健指導を受けることができる。


【労災保険に関する問合先】
・甲府労働基準監督署労災課　　甲府市下飯田2-5-51　℡055-224-5619
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